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【 請 求 項 １ 】
　 文 書 の 書 誌 事 項 や 保 存 先 へ の リ ン ク を 管 理 す る 管 理 ユ ニ ッ ト と 電 子 文 書 を 保 存 す る 複 数
の 保 存 ユ ニ ッ ト と か ら な る 文 書 管 理 シ ス テ ム に お い て 、
　 と に 分 け る 属 性 を 持 た せ る こ と に
よ っ て 両 者 を 区 別 す る 手 段 と 、 を 高 度 の 保 護 が 必 要 な 文 書 と し
て セ キ ュ リ テ ィ 機 能 を 持 た せ て 保 存 す る 保 存 ユ ニ ッ ト と 、 一 般 的 な 文 書 を 保 存 す る 保 存 ユ
ニ ッ ト と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 文 書 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 文 書 の 書 誌 事 項 や 保 存 先 へ の リ ン ク を 管 理 す る 管 理 ユ ニ ッ ト と 電 子 文 書 を 保 存 す る 複 数
の 保 存 ユ ニ ッ ト と か ら な る 文 書 管 理 シ ス テ ム に お い て 、
　 保 存 期 限 を 各 文 書 に 設 定 す る 手 段 と 、 保 存 期 限 ご と に 分 散 し て 保 存 す る 保 存 ユ ニ ッ ト と
備 え た こ と を 特 徴 と す る 文 書 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 特 定 の 保 存 ユ ニ ッ ト 内 の 文 書 す べ て の 保 存 期 限 が 来 た と き に 、 自 動 的 あ る い は ユ ー ザ の
指 示 に よ っ て 管 理 ユ ニ ッ ト の 文 書 管 理 情 報 を 削 除 済 み の 状 態 あ る い は 管 理 情 報 を 消 去 す る
手 段 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 文 書 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 特 定 の 保 存 ユ ニ ッ ト を 物 理 的 に 切 り 離 す と と も に 、 保 存 ユ ニ ッ ト 内 の 文 書 を 上 書 き な ど
に よ っ て 消 去 し て 文 書 を 復 元 す る こ と が で き な い よ う に し た 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 ３ 記 載 の 文 書 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 を 保 存 す る 保 存 ユ ニ ッ ト と を 保 存
す る 保 存 ユ ニ ッ ト を 複 数 設 け 、 そ れ ぞ れ の 保 存 ユ ニ ッ ト を 保 存 期 限 毎 に 管 理 す る 手 段 を 有
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 文 書 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 管 理 ユ ニ ッ ト と 保 存 ユ ニ ッ ト の ほ か に 短 期 間 一 時 保 管 す る 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト を 有 し 、 管
理 ユ ニ ッ ト で 受 け 取 っ た 登 録 文 書 を 属 性 に 従 っ て を 保 存 す る た
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め の 保 存 ユ ニ ッ ト あ る い は 用 の 保 存 ユ ニ ッ ト に 保 存 す る と 同 時
に 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト に も 保 存 す る 手 段 を 有 し 、 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト 内 に 存 在 す る 文 書 は 高 速
に ア ク セ ス 可 能 と し た 文 書 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 管 理 ユ ニ ッ ト に て 文 書 の 書 誌 事 項 や 保 存 先 へ の リ ン ク を 管 理 す る と 共 に 複 数 の 保 存 ユ ニ
ッ ト で 構 成 さ れ る 電 子 文 書 を 蓄 積 す る 文 書 蓄 積 方 法 に お い て 、
　 登 録 す る 文 書 を に 分 け る 属 性 を
持 た せ る こ と に よ っ て 両 者 を 区 別 し 、 を 高 度 の 保 護 が 必 要 な 文
書 と し て セ キ ュ リ テ ィ 機 能 を 持 っ た 保 存 ユ ニ ッ ト に 保 存 し 、 を
一 般 的 な 文 書 を 蓄 積 す る 保 存 ユ ニ ッ ト に 保 存 す る こ と を 特 徴 と す る 文 書 蓄 積 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 管 理 ユ ニ ッ ト に て 文 書 の 書 誌 事 項 や 保 存 先 へ の リ ン ク を 管 理 す る と 共 に 複 数 の 保 存 ユ ニ
ッ ト で 構 成 さ れ る 電 子 文 書 を 蓄 積 す る 文 書 蓄 積 方 法 に お い て 、
　 登 録 す る 文 書 に つ い て 保 存 期 限 を 各 文 書 に 設 定 す る と と も に 、 保 存 期 限 ご と に 設 け ら れ
た 保 存 ユ ニ ッ ト に 分 散 し て 保 存 す る こ と を 特 徴 す る 文 書 蓄 積 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 特 定 の 保 存 ユ ニ ッ ト 内 の 文 書 す べ て の 保 存 期 限 が 来 た と き に 、 自 動 的 あ る い は ユ ー ザ の
指 示 に よ っ て 管 理 ユ ニ ッ ト の 文 書 管 理 情 報 を 削 除 済 み の 状 態 あ る い は 管 理 情 報 を 消 去 す る
よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ 記 載 の 文 書 蓄 積 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 特 定 の 保 存 ユ ニ ッ ト を 物 理 的 に 切 り 離 す と と も に 、 保 存 ユ ニ ッ ト 内 の 文 書 を 上 書 き な ど
に よ っ て 消 去 し て 文 書 を 復 元 す る こ と が で き な い よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ 記
載 の 文 書 蓄 積 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 を 保 存 す る 保 存 ユ ニ ッ ト と を 保 存
す る 保 存 ユ ニ ッ ト を 複 数 設 け た そ れ ぞ れ の 保 存 ユ ニ ッ ト を 保 存 期 限 毎 に 管 理 す る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ８ 記 載 の 文 書 蓄 積 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 管 理 ユ ニ ッ ト と 蓄 積 ユ ニ ッ ト の ほ か に 短 期 間 一 時 保 管 す る 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト を 持 ち 、 管
理 ユ ニ ッ ト で 受 け 取 っ た 登 録 文 書 を 属 性 に 従 っ て を 保 存 す る た
め の 保 存 ユ ニ ッ ト あ る い は 用 の 保 存 ユ ニ ッ ト に 保 存 す る と 同 時
に 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト に も 保 存 し 、 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト 内 に 存 在 す る 期 間 は 高 速 に ア ク セ ス が
可 能 な 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト か ら の 文 書 を 利 用 す る こ と を 可 能 と し 、 一 定 の 期 間 が 経 過 し た 後
は 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト 内 の 文 書 を 消 去 す る と と も に 管 理 ユ ニ ッ ト 内 の 一 時 保 管 文 書 の リ ン ク
も 消 去 し 、 文 書 の ア ク セ ス が あ っ た 場 合 に は 各 ユ ニ ッ ト に 保 存 さ れ た 文 書 の み を 利 用 可 能
と す る 文 書 蓄 積 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 ユ ー ザ が あ ら か じ め 登 録 し て あ る 文 書 タ イ プ を 選 択 す る と 、 ユ ー ザ が 個 別 に 設 定 し な く
と も 保 存 義 務 の 有 無 、 規 定 さ れ た 保 存 年 限 と 取 得 し た 現 在 時 間 か ら も と め た 保 存 期 限 を 設
定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ な い し １ ２ の い ず れ か 一 つ 記 載 の 文 書 蓄 積 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 管 理 ユ ニ ッ ト に て 文 書 の 書 誌 事 項 や 保 存 先 へ の リ ン ク を 管 理 す る と 共 に 複 数 の 保 存 ユ ニ
ッ ト で 構 成 さ れ る 電 子 文 書 を 蓄 積 す る 文 書 蓄 積 方 法 に お い て 、
　 登 録 す る 文 書 を と に 分 け る 属 性 を
持 た せ る こ と に よ っ て 両 者 を 区 別 し 、 を 高 度 の 保 護 が 必 要 な 文
書 と し て セ キ ュ リ テ ィ 機 能 を 持 っ た 保 存 ユ ニ ッ ト に 保 存 し 、 を
一 般 的 な 文 書 を 蓄 積 す る 保 存 ユ ニ ッ ト に 保 存 す る こ と を 特 徴 と す る 文 書 蓄 積 方 法 を コ ン ピ
ュ ー タ に 実 行 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 管 理 ユ ニ ッ ト に て 文 書 の 書 誌 事 項 や 保 存 先 へ の リ ン ク を 管 理 す る と 共 に 複 数 の 保 存 ユ ニ
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ッ ト で 構 成 さ れ る 電 子 文 書 を 蓄 積 す る 文 書 蓄 積 方 法 に お い て 、
　 登 録 す る 文 書 に つ い て 保 存 期 限 を 各 文 書 に 設 定 す る と と も に 、 保 存 期 限 ご と に 設 け ら れ
た 保 存 ユ ニ ッ ト に 分 散 し て 保 存 す る こ と を 特 徴 す る 文 書 蓄 積 方 法 を コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ
せ る た め の プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 特 定 の 保 存 ユ ニ ッ ト 内 の 文 書 す べ て の 保 存 期 限 が 来 た と き に 、 自 動 的 あ る い は ユ ー ザ の
指 示 に よ っ て 管 理 ユ ニ ッ ト の 文 書 管 理 情 報 を 削 除 済 み の 状 態 あ る い は 管 理 情 報 を 消 去 す る
よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ 記 載 の 文 書 蓄 積 方 法 を コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る た
め の プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 特 定 の 保 存 ユ ニ ッ ト を 物 理 的 に 切 り 離 す と と も に 、 保 存 ユ ニ ッ ト 内 の 文 書 を 上 書 き な ど
に よ っ て 消 去 し て 文 書 を 復 元 す る こ と が で き な い よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ 記
載 の 文 書 蓄 積 方 法 を コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 を 保 存 す る 保 存 ユ ニ ッ ト と を 保 存
す る 保 存 ユ ニ ッ ト を 複 数 設 け た そ れ ぞ れ の 保 存 ユ ニ ッ ト を 保 存 期 限 毎 に 管 理 す る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ８ 記 載 の 文 書 蓄 積 方 法 を コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 管 理 ユ ニ ッ ト と 蓄 積 ユ ニ ッ ト の ほ か に 短 期 間 一 時 保 管 す る 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト を 持 ち 、 管
理 ユ ニ ッ ト で 受 け 取 っ た 登 録 文 書 を 属 性 に 従 っ て を 保 存 す る た
め の 保 存 ユ ニ ッ ト あ る い は 用 の 保 存 ユ ニ ッ ト に 保 存 す る と 同 時
に 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト に も 保 存 し 、 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト 内 に 存 在 す る 期 間 は 高 速 に ア ク セ ス が
可 能 な 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト か ら の 文 書 を 利 用 す る こ と を 可 能 と し 、 一 定 の 期 間 が 経 過 し た 後
は 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト 内 の 文 書 を 消 去 す る と と も に 管 理 ユ ニ ッ ト 内 の 一 時 保 管 文 書 の リ ン ク
も 消 去 し 、 文 書 の ア ク セ ス が あ っ た 場 合 に は 各 ユ ニ ッ ト に 保 存 さ れ た 文 書 の み を 利 用 可 能
と す る 文 書 蓄 積 方 法 を コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 ユ ー ザ が あ ら か じ め 登 録 し て あ る 文 書 タ イ プ を 選 択 す る と 、 ユ ー ザ が 個 別 に 設 定 し な く
と も 保 存 義 務 の 有 無 、 規 定 さ れ た 保 存 年 限 と 取 得 し た 現 在 時 間 か ら も と め た 保 存 期 限 を 設
定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ な い し １ ２ の い ず れ か 一 つ 記 載 の 文 書 蓄 積 方 法 を コ ン ピ
ュ ー タ に 実 行 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ５ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 上 述 の 目 的 を 達 成 す る 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 は 、 文 書 の 書 誌 事 項 や 保 存 先 へ の リ ン ク を 管
理 す る 管 理 ユ ニ ッ ト と 電 子 文 書 を 保 存 す る 複 数 の 保 存 ユ ニ ッ ト と か ら な る 文 書 管 理 シ ス テ
ム に お い て 、 に 分 け る 属 性 を 持 た
せ る こ と に よ っ て 両 者 を 区 別 す る 手 段 と 、 を 高 度 の 保 護 が 必 要
な 文 書 と し て セ キ ュ リ テ ィ 機 能 を 持 た せ て 保 存 す る 保 存 ユ ニ ッ ト と 、 一 般 的 な 文 書 を 保 存
す る 保 存 ユ ニ ッ ト と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
　 本 発 明 に よ れ ば 、 要 求 さ れ る セ キ ュ リ テ ィ レ ベ ル に 応 じ た 分 類 と 保 存 を 行 う こ と が で き
る 。
　 請 求 項 ２ 記 載 の 発 明 は 、 文 書 の 書 誌 事 項 や 保 存 先 へ の リ ン ク を 管 理 す る 管 理 ユ ニ ッ ト と
電 子 文 書 を 保 存 す る 複 数 の 保 存 ユ ニ ッ ト と か ら な る 文 書 管 理 シ ス テ ム に お い て 、 保 存 期 限
を 各 文 書 に 設 定 す る 手 段 と 、 保 存 期 限 ご と に 分 散 し て 保 存 す る 保 存 ユ ニ ッ ト と 備 え た こ と
を 特 徴 と す る 。
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特 定 の 保 存 義 務 の あ る 文 書 特 定 の 保 存 義 務 の な い 文 書

特 定 の 保 存 義 務 の あ る 文 書
特 定 の 保 存 義 務 の な い 文 書

特 定 の 保 存 義 務 の あ る 文 書 と 特 定 の 保 存 義 務 の な い 文 書
特 定 の 保 存 義 務 の あ る 文 書



　 本 発 明 に よ れ ば 、 保 存 期 限 に 基 づ い た 分 類 と 保 存 を 行 う こ と が で き る 。
　 請 求 項 ３ 記 載 の 発 明 は 、 特 定 の 保 存 ユ ニ ッ ト 内 の 文 書 す べ て の 保 存 期 限 が 来 た と き に 、
自 動 的 あ る い は ユ ー ザ の 指 示 に よ っ て 管 理 ユ ニ ッ ト の 文 書 管 理 情 報 を 削 除 済 み の 状 態 あ る
い は 管 理 情 報 を 消 去 す る 手 段 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
　 本 発 明 に よ れ ば 、 保 存 期 限 に 基 づ い た 分 類 と 削 除 を 行 う こ と が で き る 。
　 請 求 項 ４ 記 載 の 発 明 は 、 特 定 の 保 存 ユ ニ ッ ト を 物 理 的 に 切 り 離 す と と も に 、 保 存 ユ ニ ッ
ト 内 の 文 書 を 上 書 き な ど に よ っ て 消 去 し て 文 書 を 復 元 す る こ と が で き な い よ う に し た 手 段
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。
　 本 発 明 に よ れ ば 、 文 書 の 完 全 な 削 除 を 行 う こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 請 求 項 ５ 記 載 の 発 明 は 、 を 保 存 す る 保 存 ユ ニ ッ ト と

を 保 存 す る 保 存 ユ ニ ッ ト を 複 数 設 け 、 そ れ ぞ れ の 保 存 ユ ニ ッ ト を 保 存 期
限 毎 に 管 理 す る 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。
　 本 発 明 に よ れ ば 、 セ キ ュ リ テ ィ レ ベ ル と 保 存 期 限 に よ る 分 類 に 基 づ い て 文 書 管 理 を 行 う
こ と が で き る 。
　 請 求 項 ６ 記 載 の 発 明 は 、 管 理 ユ ニ ッ ト と 保 存 ユ ニ ッ ト の ほ か に 短 期 間 一 時 保 管 す る 一 時
保 存 ユ ニ ッ ト を 有 し 、 管 理 ユ ニ ッ ト で 受 け 取 っ た 登 録 文 書 を 属 性 に 従 っ て

を 保 存 す る た め の 保 存 ユ ニ ッ ト あ る い は 用 の 保 存 ユ
ニ ッ ト に 保 存 す る と 同 時 に 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト に も 保 存 す る 手 段 を 有 し 、 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト
内 に 存 在 す る 文 書 は 高 速 に ア ク セ ス 可 能 と し た こ と を 特 徴 と す る 。
　 本 発 明 に よ れ ば 、 一 時 的 な 保 存 と 、 セ キ ュ リ テ ィ レ ベ ル に よ る 分 類 に 基 づ い て 文 書 管 理
を 行 う こ と が で き る 。
　 更 に 本 発 明 は 、 ユ ー ザ が あ ら か じ め 登 録 し て あ る 文 書 タ イ プ を 選 択 す る と 、 ユ ー ザ が 個
別 に 設 定 し な く と も 保 存 義 務 の 有 無 、 規 定 さ れ た 保 存 年 限 と 取 得 し た 現 在 時 間 か ら も と め
た 保 存 期 限 を 設 定 す る こ と を 特 徴 と す る 。
　 本 発 明 に よ れ ば 、 保 存 義 務 の 有 無 や 保 存 期 限 を 簡 単 に 設 定 す る こ と が で き る 。
　 ま た 、 本 発 明 は 上 記 の 書 く 発 明 に 準 じ て 、 文 書 蓄 積 方 法 並 び に こ の 方 法 を 実 行 す る プ ロ
グ ラ ム を 有 す る 。
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特 定 の 保 存 義 務 の あ る 文 書 特 定 の 保
存 義 務 の な い 文 書

特 定 の 保 存 義 務
の あ る 文 書 特 定 の 保 存 義 務 の な い 文 書

請 求 項 ７ 記 載 の 発 明 は 、 理 ユ ニ ッ ト に て 文 書 の 書 誌 事 項 や 保 存 先 へ の リ ン ク を 管 理 す る
と 共 に 複 数 の 保 存 ユ ニ ッ ト で 構 成 さ れ る 電 子 文 書 を 蓄 積 す る 文 書 蓄 積 方 法 に お い て 、 登 録
す る 文 書 を 特 定 の 保 存 義 務 の あ る 文 書 と 特 定 の 保 存 義 務 の な い 文 書 に 分 け る 属 性 を 持 た せ
る こ と に よ っ て 両 者 を 区 別 し 、 特 定 の 保 存 義 務 の あ る 文 書 を 高 度 の 保 護 が 必 要 な 文 書 と し
て セ キ ュ リ テ ィ 機 能 を 持 っ た 保 存 ユ ニ ッ ト に 保 存 し 、 特 定 の 保 存 義 務 の な い 文 書 を 一 般 的
な 文 書 を 蓄 積 す る 保 存 ユ ニ ッ ト に 保 存 す る こ と を 特 徴 と す る 。

請 求 項 ８ 記 載 の 発 明 は 、 管 理 ユ ニ ッ ト に て 文 書 の 書 誌 事 項 や 保 存 先 へ の リ ン ク を 管 理 す
る と 共 に 複 数 の 保 存 ユ ニ ッ ト で 構 成 さ れ る 電 子 文 書 を 蓄 積 す る 文 書 蓄 積 方 法 に お い て 、 登
録 す る 文 書 に つ い て 保 存 期 限 を 各 文 書 に 設 定 す る と と も に 、 保 存 期 限 ご と に 設 け ら れ た 保
存 ユ ニ ッ ト に 分 散 し て 保 存 す る こ と を 特 徴 す る 。

請 求 項 ９ 記 載 の 発 明 は 、 特 定 の 保 存 ユ ニ ッ ト 内 の 文 書 す べ て の 保 存 期 限 が 来 た と き に 、
自 動 的 あ る い は ユ ー ザ の 指 示 に よ っ て 管 理 ユ ニ ッ ト の 文 書 管 理 情 報 を 削 除 済 み の 状 態 あ る
い は 管 理 情 報 を 消 去 す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 。

請 求 項 １ ０ 記 載 の 発 明 は 、 特 定 の 保 存 ユ ニ ッ ト を 物 理 的 に 切 り 離 す と と も に 、 保 存 ユ ニ
ッ ト 内 の 文 書 を 上 書 き な ど に よ っ て 消 去 し て 文 書 を 復 元 す る こ と が で き な い よ う に し た こ
と を 特 徴 と す る 。

請 求 項 １ １ 記 載 の 発 明 は 、 特 定 の 保 存 義 務 の あ る 文 書 を 保 存 す る 保 存 ユ ニ ッ ト と 特 定 の



　

　

　

　

　

　

　

　

　

【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
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保 存 義 務 の な い 文 書 を 保 存 す る 保 存 ユ ニ ッ ト を 複 数 設 け た そ れ ぞ れ の 保 存 ユ ニ ッ ト を 保 存
期 限 毎 に 管 理 す る こ と を 特 徴 と す る 。

請 求 項 １ ２ 記 載 の 発 明 は 、 管 理 ユ ニ ッ ト と 蓄 積 ユ ニ ッ ト の ほ か に 短 期 間 一 時 保 管 す る 一
時 保 存 ユ ニ ッ ト を 持 ち 、 管 理 ユ ニ ッ ト で 受 け 取 っ た 登 録 文 書 を 属 性 に 従 っ て 特 定 の 保 存 義
務 の あ る 文 書 を 保 存 す る た め の 保 存 ユ ニ ッ ト あ る い は 特 定 の 保 存 義 務 の な い 文 書 用 の 保 存
ユ ニ ッ ト に 保 存 す る と 同 時 に 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト に も 保 存 し 、 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト 内 に 存 在 す
る 期 間 は 高 速 に ア ク セ ス が 可 能 な 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト か ら の 文 書 を 利 用 す る こ と を 可 能 と し
、 一 定 の 期 間 が 経 過 し た 後 は 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト 内 の 文 書 を 消 去 す る と と も に 管 理 ユ ニ ッ ト
内 の 一 時 保 管 文 書 の リ ン ク も 消 去 し 、 文 書 の ア ク セ ス が あ っ た 場 合 に は 各 ユ ニ ッ ト に 保 存
さ れ た 文 書 の み を 利 用 可 能 と す る 。

請 求 項 １ ３ 記 載 の 発 明 は 、 ユ ー ザ が あ ら か じ め 登 録 し て あ る 文 書 タ イ プ を 選 択 す る と 、
ユ ー ザ が 個 別 に 設 定 し な く と も 保 存 義 務 の 有 無 、 規 定 さ れ た 保 存 年 限 と 取 得 し た 現 在 時 間
か ら も と め た 保 存 期 限 を 設 定 す る こ と を 特 徴 と す る 。

請 求 項 １ ４ 記 載 の 発 明 は 、 管 理 ユ ニ ッ ト に て 文 書 の 書 誌 事 項 や 保 存 先 へ の リ ン ク を 管 理
す る と 共 に 複 数 の 保 存 ユ ニ ッ ト で 構 成 さ れ る 電 子 文 書 を 蓄 積 す る 文 書 蓄 積 方 法 に お い て 、
登 録 す る 文 書 を 特 定 の 保 存 義 務 の あ る 文 書 と 特 定 の 保 存 義 務 の な い 文 書 に 分 け る 属 性 を 持
た せ る こ と に よ っ て 両 者 を 区 別 し 、 特 定 の 保 存 義 務 の あ る 文 書 を 高 度 の 保 護 が 必 要 な 文 書
と し て セ キ ュ リ テ ィ 機 能 を 持 っ た 保 存 ユ ニ ッ ト に 保 存 し 、 特 定 の 保 存 義 務 の な い 文 書 を 一
般 的 な 文 書 を 蓄 積 す る 保 存 ユ ニ ッ ト に 保 存 す る こ と を 特 徴 と す る 。

請 求 項 １ ５ 記 載 の 発 明 は 、 管 理 ユ ニ ッ ト に て 文 書 の 書 誌 事 項 や 保 存 先 へ の リ ン ク を 管 理
す る と 共 に 複 数 の 保 存 ユ ニ ッ ト で 構 成 さ れ る 電 子 文 書 を 蓄 積 す る 文 書 蓄 積 方 法 に お い て 、
登 録 す る 文 書 に つ い て 保 存 期 限 を 各 文 書 に 設 定 す る と と も に 、 保 存 期 限 ご と に 設 け ら れ た
保 存 ユ ニ ッ ト に 分 散 し て 保 存 す る こ と を 特 徴 す る 文 書 蓄 積 方 法 を コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ
る 。

請 求 項 １ ６ 記 載 の 発 明 は 、 特 定 の 保 存 ユ ニ ッ ト 内 の 文 書 す べ て の 保 存 期 限 が 来 た と き に
、 自 動 的 あ る い は ユ ー ザ の 指 示 に よ っ て 管 理 ユ ニ ッ ト の 文 書 管 理 情 報 を 削 除 済 み の 状 態 あ
る い は 管 理 情 報 を 消 去 す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ 記 載 の 文 書 蓄 積 方 法 を コ
ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る 。

請 求 項 １ ７ 記 載 の 発 明 は 、 特 定 の 保 存 ユ ニ ッ ト を 物 理 的 に 切 り 離 す と と も に 、 保 存 ユ ニ
ッ ト 内 の 文 書 を 上 書 き な ど に よ っ て 消 去 し て 文 書 を 復 元 す る こ と が で き な い よ う に し た こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ 記 載 の 文 書 蓄 積 方 法 を コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る 。

請 求 項 １ ８ 記 載 の 発 明 は 、 特 定 の 保 存 義 務 の あ る 文 書 を 保 存 す る 保 存 ユ ニ ッ ト と 特 定 の
保 存 義 務 の な い 文 書 を 保 存 す る 保 存 ユ ニ ッ ト を 複 数 設 け た そ れ ぞ れ の 保 存 ユ ニ ッ ト を 保 存
期 限 毎 に 管 理 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ 記 載 の 文 書 蓄 積 方 法 を コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ
せ る 。

請 求 項 １ ９ 記 載 の 発 明 は 、 管 理 ユ ニ ッ ト と 蓄 積 ユ ニ ッ ト の ほ か に 短 期 間 一 時 保 管 す る 一
時 保 存 ユ ニ ッ ト を 持 ち 、 管 理 ユ ニ ッ ト で 受 け 取 っ た 登 録 文 書 を 属 性 に 従 っ て 特 定 の 保 存 義
務 の あ る 文 書 を 保 存 す る た め の 保 存 ユ ニ ッ ト あ る い は 特 定 の 保 存 義 務 の な い 文 書 用 の 保 存
ユ ニ ッ ト に 保 存 す る と 同 時 に 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト に も 保 存 し 、 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト 内 に 存 在 す
る 期 間 は 高 速 に ア ク セ ス が 可 能 な 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト か ら の 文 書 を 利 用 す る こ と を 可 能 と し
、 一 定 の 期 間 が 経 過 し た 後 は 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト 内 の 文 書 を 消 去 す る と と も に 管 理 ユ ニ ッ ト
内 の 一 時 保 管 文 書 の リ ン ク も 消 去 し 、 文 書 の ア ク セ ス が あ っ た 場 合 に は 各 ユ ニ ッ ト に 保 存
さ れ た 文 書 の み を 利 用 可 能 と す る 文 書 蓄 積 方 法 を コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る 。

請 求 項 ２ ０ 記 載 の 発 明 は 、 ユ ー ザ が あ ら か じ め 登 録 し て あ る 文 書 タ イ プ を 選 択 す る と 、
ユ ー ザ が 個 別 に 設 定 し な く と も 保 存 義 務 の 有 無 、 規 定 さ れ た 保 存 年 限 と 取 得 し た 現 在 時 間
か ら も と め た 保 存 期 限 を 設 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ な い し １ ２ の い ず れ か 一 つ 記
載 の 文 書 蓄 積 方 法 を コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る 。



【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 こ こ で 、 複 数 の 保 存 ユ ニ ッ ト ３ ０ 、 ３ １ 、 ３ ２ 、 ３ ３ を 有 す る 文 書 管 理 シ ス テ ム に あ っ
て 、 多 数 の 文 書 を こ の 文 書 の ラ イ フ サ イ ク ル を 勘 案 し て 分 類 す る 分 類 の 仕 方 を 述 べ る 。
（ 文 書 を 保 護 レ ベ ル に よ っ て 分 類 す る ）
　 文 書 に は 、 法 律 に よ っ て あ る い は 官 公 庁 や 地 方 自 治 体 ・ 会 社 な ど の 各 組 織 内 部 の 規 定 に
よ っ て 、 保 存 義 務 が 課 さ れ た 文 書 と 、 保 存 義 務 が 特 に 規 定 さ れ て い な い 各 個 人 が 作 成 し た
文 書 と が 存 在 す る 。 こ の う ち 、 前 者 は 、 規 定 さ れ た 保 存 期 限 の 間 は 、 改 ざ ん ・ 消 去 ・ 破 棄
さ れ な い よ う に 管 理 す る 必 要 が あ る 。 他 方 、 後 者 の 個 人 利 用 が 目 的 で 作 成 さ れ た 文 書 は 、
保 存 義 務 が 課 さ れ た 文 書 と 比 較 す る と 、 消 去 ・ 破 棄 な ど に 対 す る 要 求 は 厳 し く な い 。 し か
し 、 何 ら か の 事 故 が 発 生 し た 場 合 に は 、 事 実 を 証 明 す る た め の 情 報 と し て 有 効 で あ る 場 合
も あ る の で 、 一 定 期 間 保 存 し て お く 必 要 が 生 じ る 場 合 も あ る 。 こ の 場 合 一 定 期 間 保 存 し て
お く に し て も 、 文 書 の 管 理 に 要 求 さ れ る セ キ ュ リ テ ィ レ ベ ル は 、 保 存 義 務 の 課 さ れ た 文 書
よ り も 高 く な い 。
　 以 上 の よ う な 考 察 か ら 、 例 え ば 図 １ に 示 す 各 保 存 ユ ニ ッ ト を 、 セ キ ュ リ テ ィ レ ベ ル に よ
っ て 区 別 し 、 一 例 と し て は 、 高 い セ キ ュ リ テ ィ レ ベ ル を 要 求 す る

は 、 電 子 的 な 情 報 に 対 し て 紙 の 原 本 と 同 等 の 性 質 を 与 え る 保 存 ユ ニ ッ ト に 保 存 し 、 そ う
で な い 文 書 は 一 般 の 文 書 管 理 サ ー バ と 同 様 の 保 存 ユ ニ ッ ト に 保 存 す る こ と が 考 え ら れ る 。
　 図 ３ に そ の 一 例 を 示 し て お り 、 ユ ー ザ 端 末 １ 及 び 管 理 ユ ニ ッ ト ２ が 接 続 さ れ た ネ ッ ト ワ
ー ク に は の 保 存 ユ ニ ッ ト ３ ４ 及 び の
保 存 ユ ニ ッ ト ３ ５ が 接 続 さ れ る 。 図 ３ の 例 で は 、 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ た 保 存 ユ ニ ッ ト
の 例 を 示 し た が 、 保 存 ユ ニ ッ ト と し て は ネ ッ ト ワ ー ク に 保 存 さ れ て い な く と も 図 ２ に 示 す
よ う な 形 態 で も か ま わ な い 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 こ こ で 図 ４ に て 文 書 の 生 成 手 順 に 従 っ た 処 理 の 流 れ を 示 す 。 こ の 図 ４ で は 、 図 中 左 側 ブ
ロ ッ ク を ユ ー ザ 端 末 １ 、 中 央 ブ ロ ッ ク を 管 理 ユ ニ ッ ト ２ 、 そ し て 右 側 ブ ロ ッ ク を 保 持 ユ ニ
ッ ト ３ ４ 、 ３ ５ の 処 理 に 区 別 す る （ 以 後 の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 図 ６ 、 図 ８ 、 図 ９ も 同 じ
で あ る ） 。
　 図 ４ に お い て 、 ユ ー ザ 端 末 側 で は 、 文 書 を 生 成 し （ ス テ ッ プ Ｓ １ １ ） 、 生 成 さ れ た 文 書
は 関 連 情 報 と 共 に 管 理 ユ ニ ッ ト ２ に 転 送 さ れ る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ２ ） 。 ユ ー ザ 端 末 １ か ら 送
ら れ 管 理 ユ ニ ッ ト ２ が 受 信 し た （ ス テ ッ プ Ｓ ２ １ ） 文 書 は 、 こ の 文 書 に 関 す る 情 報 に 必 要
な 管 理 情 報 を 付 加 し て 書 誌 情 報 を 生 成 し （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ ） 、 ユ ー ザ が 指 定 し た 文 書 の タ
イ プ あ る い は 保 存 義 務 の 有 無 の 情 報 が 判 断 さ れ る （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ３ ） 。

の 場 合 に は 暗 号 化 処 理 等 が 加 え ら れ て そ の 転 送 処 理 が 行 わ れ （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ４ ）
、 の 保 存 ユ ニ ッ ト ３ ４ に 保 存 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ３ １ ） 。 保 存 義
務 の な い 文 書 の 場 合 に は 、 そ の 転 送 処 理 が 行 わ れ （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ６ ） 、

の 保 存 ユ ニ ッ ト ３ ５ に 保 存 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ２ ） 。 こ の 場 合 、 設 定 に 従 っ て 各
文 書 と と も に 書 誌 事 項 も 保 存 ユ ニ ッ ト ３ ４ 、 ３ ５ に 保 存 す る 。 同 時 に 、 管 理 ユ ニ ッ ト ２ で
は 、 文 書 に 関 す る 情 報 と 書 誌 事 項 と の 保 存 の 仕 方 を リ ン ク さ せ （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ５ ） ， こ の
文 書 と 書 誌 事 項 の リ ン ク を 内 部 に 保 持 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ７ ） 。 こ の よ う に

と そ う で な い を 区 別 し て 管 理 す る こ と で 、 安 全 な
文 書 管 理 を 実 現 す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
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【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 こ こ で 、 図 ８ に て 文 書 の 生 成 手 順 に 従 っ た 処 理 の 流 れ を 示 す 。 図 ８ は 、

の 保 存 ユ ニ ッ ト と を 保 存 す る 保 存 ユ ニ ッ ト で 構 成 し
た 場 合 の 例 で あ る 。
　 図 ８ に お い て 、 ユ ー ザ 端 末 側 で は 、 文 書 を 生 成 し （ ス テ ッ プ Ｓ １ １ ） 、 生 成 さ れ た 文 書
は 関 連 情 報 と 共 に 管 理 ユ ニ ッ ト ２ に 転 送 さ れ る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ２ ） 。 ユ ー ザ 端 末 １ か ら 送
ら れ 管 理 ユ ニ ッ ト ２ が 受 信 し た （ ス テ ッ プ Ｓ ２ １ ） 文 書 は 、 こ の 文 書 に 関 す る 情 報 に 必 要
な 管 理 情 報 を 付 加 し て 書 誌 情 報 を 生 成 し 　 （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ ） 、 ユ ー ザ が 指 定 し た 文 書 の
タ イ プ あ る い は 保 存 義 務 の 有 無 の 情 報 が 判 断 さ れ る （ ス テ ッ プ Ｓ ２ １ ０ ） 。

の 場 合 に は 暗 号 化 処 理 等 が 加 え ら れ て そ の 転 送 処 理 が 行 わ れ （ ス テ ッ プ Ｓ ２
１ １ ） 、 の 例 え ば 保 存 ユ ニ ッ ト ３ ０ に 保 存 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ３
１ ０ ） 。 保 存 義 務 の な い 文 書 の 場 合 に は 、 そ の 転 送 処 理 が 行 わ れ （ ス テ ッ プ Ｓ ２ １ ３ ） 、

の 保 存 ユ ニ ッ ト ３ １ 、 ３ ２ 、 ３ ３ に 保 存 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ３ １
１ ） 。 図 ８ で は 、 管 理 ユ ニ ッ ト ２ が 受 信 し た 文 書 は 、 保 存 義 務 の 有 無 に か か わ ら ず 文 書 と
文 書 の 書 誌 事 項 と 共 に 転 送 が 行 わ れ （ ス テ ッ プ Ｓ ２ １ ２ ） 、 一 時 的 保 存 ユ ニ ッ ト ３ ９ に 保
存 さ れ る （ ス テ ッ プ Ｓ ３ １ ２ ） 。 こ う し て 、 文 書 は 、 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト ３ ９ と 共 に 文 書 の
保 存 義 務 の 有 無 あ る い は 保 存 期 限 な ど の ル ー ル に 従 っ て 複 数 あ る 保 存 ユ ニ ッ ト ３ ０ 、 ３ １
、 ３ ２ 、 ３ ３ と の 中 か ら 選 択 さ れ た 保 存 ユ ニ ッ ト に 保 存 さ れ る 。
　 管 理 ユ ニ ッ ト ２ は ユ ー ザ か ら 送 ら れ た 文 書 に 関 す る 情 報 に 必 要 な 管 理 情 報 を 付 加 し て 書
誌 事 項 を 生 成 し （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ５ ） 内 部 に 保 持 す る （ ス テ ッ プ ２ ６ ） と と も に 、 設 定 に 従
っ て 各 文 書 と と も に 保 存 ユ ニ ッ ト に 保 存 す る 。 管 理 ユ ニ ッ ト ２ 内 に は 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト 内
へ の 文 書 リ ン ク と 一 般 の 保 存 ユ ニ ッ ト 内 の 文 書 リ ン ク を 保 持 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ６ ） 。
　 文 書 の 登 録 か ら 一 定 期 間 が 過 ぎ た 場 合 や 、 文 書 の 最 終 ア ク セ ス か ら 一 定 期 間 が 過 ぎ た 場
合 に は 、 一 時 的 保 存 ユ ニ ッ ト ３ ９ か ら 文 書 を 消 去 し 、 管 理 ユ ニ ッ ト ２ 内 の 一 時 保 存 ユ ニ ッ
ト ３ ９ 内 文 書 へ の リ ン ク を 消 去 す る 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 図 ９ は 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト を 利 用 し た が 場 合 の 文 書 参 照 例 を 示 し て い る 。 上 述 の 図 ７ 図 ８
の 構 成 及 び 処 理 に 基 づ く 、 文 書 へ の ア ク セ ス に お い て は 、 図 ９ に 示 す よ う な 参 照 処 理 と な
る 。 図 ９ に て 、 ユ ー ザ に て 文 書 の 指 定 （ ス テ ッ プ Ｓ １ ３ ） 及 び 文 書 取 得 要 求 が 出 さ れ る と
（ ス テ ッ プ Ｓ １ ４ ） 、 管 理 ユ ニ ッ ト ２ で は 、 文 書 ア ク セ ス 要 求 の 取 得 （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ ０
） 、 及 び 文 書 リ ン ク の 取 得 （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ １ ） が 行 わ れ 、 そ の 文 書 が 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト
内 の 文 書 か 否 か 判 断 さ れ る （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ ２ ） 。 そ の 文 書 が 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト 内 に あ る
と き 文 書 読 出 し 要 求 が 行 わ れ （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ ３ ） 、 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト の 文 書 の 読 出 し が
行 わ れ る （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ２ ０ ） 。 ま た 、 そ の 文 書 が 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト 内 に な い と き 文 書 読
出 し 要 求 が 行 わ れ （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ ５ ） 、 の 保 存 ユ ニ ッ ト の 文
書 の 読 出 し が 行 わ れ る （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ２ １ ） 。 ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ ３ 及 び Ｓ ２ ２ ５ の 文 書 読 出
し 要 求 後 文 書 の 取 得 と 転 送 が 行 わ れ （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ ４ ） 、 ユ ー ザ 端 末 側 で 文 書 取 得 （ ス
テ ッ プ Ｓ １ ５ ） 、 及 び ユ ー ザ に よ る 文 書 利 用 （ ス テ ッ プ Ｓ １ ６ ） が 行 わ れ る 。
　 こ う し て 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 文 書 へ の ア ク セ ス が 比 較 的 多 い 一 定 期 間 は 高 速 な 一 時 保
存 ユ ニ ッ ト か ら デ ー タ を 参 照 す る こ と が で き 、 高 速 な ア ク セ ス を 実 現 す る こ と が 可 能 と な
る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
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【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
（ 実 施 の 形 態 ４ ）
（ 保 存 期 限 、 保 存 義 務 の 有 無 の 自 動 設 定 ）
　 一 般 の ユ ー ザ は 、 保 存 し よ う と す る 文 書 が で あ る か ど う か 、
あ る い は 法 律 や 組 織 内 規 定 で 定 め ら れ た 保 存 年 限 な ど に 熟 知 し て い る 場 合 は 少 な い 。 こ の
よ う な 状 況 で 上 記 実 施 の 形 態 １ か ら ３ に 示 し た シ ス テ ム を 実 現 し た 場 合 、 保 存 義 務 の 有 無
や 保 存 期 限 を 簡 便 に 設 定 す る 方 法 が 問 題 と な る 。
　 こ の た め 、 あ ら か じ め 、 組 織 内 文 書 を い く つ か の 文 書 種 類 に 分 類 し 、 各 分 類 に 対 し て 保
存 義 務 の 有 無 お よ び 保 存 年 限 の テ ー ブ ル を 用 意 す る 。 図 １ ０ は こ の 分 類 と デ フ ォ ル ト 値 を
例 示 し た 関 係 表 示 図 で あ る 。
　 こ の よ う な 分 類 に 従 い 、 ユ ー ザ は 文 書 を 登 録 す る 際 に 文 書 の 種 類 を 設 定 す れ ば 、 デ フ ォ
ル ト の 保 存 義 務 の 有 無 や 保 存 期 限 な ど を 簡 単 に 設 定 す る こ と が 可 能 と な る 。 設 定 は ユ ー ザ
の 要 求 に 従 っ て 変 更 が 可 能 と す べ き だ が 、 保 存 期 限 の 延 長 は 可 能 で あ る が 短 縮 は 設 定 が で
き な い 、 保 存 義 務 の な い を と 同 等 に
保 存 す る こ と は 可 能 だ が 、 と し て
登 録 す る こ と は で き な い な ど 、 記 録 面 か ら 見 た 場 合 に よ り 安 全 な 設 定 で き る よ う に し 、 ユ
ー ザ や 組 織 が 法 律 や 規 定 に 違 反 し な い よ う に す る こ と が 必 要 と な る 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ １ ７ 】
　 　 【 発 明 の 効 果 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 文 書 の 書 誌 事 項 や 保 存 先 へ の リ ン ク を 管 理 す る 管 理 ユ ニ ッ ト と 電 子 文
書 を 保 存 す る 複 数 の 保 存 ユ ニ ッ ト と か ら な る 文 書 管 理 シ ス テ ム に お い て 、

に 分 け る 属 性 を 持 た せ る こ と に よ っ て 両 者 を 区 別
す る 手 段 と 、 を 高 度 の 保 護 が 必 要 な 文 書 と し て セ キ ュ リ テ ィ 機
能 を 持 た せ て 保 存 す る 保 存 ユ ニ ッ ト と 、 一 般 的 な 文 書 を 保 存 す る 保 存 ユ ニ ッ ト と を 備 え た
こ と に よ り 、 要 求 さ れ る セ キ ュ リ テ ィ レ ベ ル に 応 じ た 分 類 と 保 存 を 行 う こ と が で き る 。
　 本 発 明 に よ れ ば 、 文 書 の 書 誌 事 項 や 保 存 先 へ の リ ン ク を 管 理 す る 管 理 ユ ニ ッ ト と 電 子 文
書 を 保 存 す る 複 数 の 保 存 ユ ニ ッ ト と か ら な る 文 書 管 理 シ ス テ ム に お い て 、 保 存 期 限 を 各 文
書 に 設 定 す る 手 段 と 、 保 存 期 限 ご と に 分 散 し て 保 存 す る 保 存 ユ ニ ッ ト と 備 え た こ と に よ り
、 保 存 期 限 に 基 づ い た 分 類 と 保 存 を 行 う こ と が で き る 。
　 本 発 明 に よ れ ば 、 特 定 の 保 存 ユ ニ ッ ト 内 の 文 書 す べ て の 保 存 期 限 が 来 た と き に 、 自 動 的
あ る い は ユ ー ザ の 指 示 に よ っ て 管 理 ユ ニ ッ ト の 文 書 管 理 情 報 を 削 除 済 み の 状 態 あ る い は 管
理 情 報 を 消 去 す る 手 段 を 備 え た こ と に よ り 、 保 存 期 限 に 基 づ い た 分 類 と 削 除 を 行 う こ と が
で き る 。
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ８ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 特 定 の 保 存 ユ ニ ッ ト を 物 理 的 に 切 り 離 す と と も に 、 保 存 ユ ニ ッ ト 内 の
文 書 を 上 書 き な ど に よ っ て 消 去 し て 文 書 を 復 元 す る こ と が で き な い よ う に し た 手 段 を 有 す
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る こ と に よ り 、 文 書 の 完 全 な 削 除 を 行 う こ と が で き る 。
　 本 発 明 に よ れ ば 、 を 保 存 す る 保 存 ユ ニ ッ ト と

を 保 存 す る 保 存 ユ ニ ッ ト を 複 数 設 け 、 そ れ ぞ れ の 保 存 ユ ニ ッ ト を 保 存 期 限 毎 に
管 理 す る 手 段 を 有 す る こ と に よ り 、 セ キ ュ リ テ ィ レ ベ ル と 保 存 期 限 に よ る 分 類 に 基 づ い て
文 書 管 理 を 行 う こ と が で き る 。
　 本 発 明 に よ れ ば 、 管 理 ユ ニ ッ ト と 保 存 ユ ニ ッ ト の ほ か に 短 期 間 一 時 保 管 す る 一 時 保 存 ユ
ニ ッ ト を 有 し 、 管 理 ユ ニ ッ ト で 受 け 取 っ た 登 録 文 書 を 属 性 に 従 っ て

を 保 存 す る た め の 保 存 ユ ニ ッ ト あ る い は 用 の 保 存 ユ ニ ッ ト
に 保 存 す る と 同 時 に 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト に も 保 存 す る 手 段 を 有 し 、 一 時 保 存 ユ ニ ッ ト 内 に 存
在 す る 文 書 は 高 速 に ア ク セ ス 可 能 と し た こ と に よ り 、 一 時 的 な 保 存 と 、 セ キ ュ リ テ ィ レ ベ
ル に よ る 分 類 に 基 づ い て 文 書 管 理 を 行 う こ と が で き る 。
　 本 発 明 に よ れ ば 、 ユ ー ザ が あ ら か じ め 登 録 し て あ る 文 書 タ イ プ を 選 択 す る と 、 ユ ー ザ が
個 別 に 設 定 し な く と も 保 存 義 務 の 有 無 、 規 定 さ れ た 保 存 年 限 と 取 得 し た 現 在 時 間 か ら も と
め た 保 存 期 限 を 設 定 す る こ と に よ り 、 保 存 義 務 の 有 無 や 保 存 期 限 を 簡 単 に 設 定 す る こ と が
で き る 。
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